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最

志

閣

僚

款

及

び

其

分

類

板

倉

卒

附
削
除
依
約
は
英
栂
類
回
よ
λ

ツ
…
に
し
℃
足
ら
ず

2.
雌
も
、
就
中
日
取
も
普
通
に
し
℃
、
日
一
つ
最
も
賞

，']1二
ユヒl

裂
な
る
も
の
を
、
通
商
航
海
僚
約
と
絡
す
の

北
川
も
闘
を
閲
b
d

℃

外

岡
F

乙

交

通

往

来

す

る

も

の

に

し
℃
、
通
商
航
海
保
約
を
締
結
せ

-Y
る
も
の
あ
る
可
か
ら
、
ず
と
云
ふ
も
不
可
な
し
。

而

し

て

英

規

定

す

る

所

は

主

t
乙
し
℃
之
に
依
℃
締
ぽ
闘
相
互
の
一
町
民
も
し
く
は
人
民
(
時
と
し
℃
は
政
府
)

が
、
他
方
よ
ち
版
鴎
内
に
於
て
享
有
す
可
b
d

一

般

及

び

通

商

航

海

に

関

す

る

諸

磁

の

機

利

な

保

殺
せ
え
と
す
る
も
の
ゐ
れ
ど
も
、
共
詳
細
な
る
内
容
に
歪
℃
は
、
随
一
々
の
事
情
に
悶

b
℃
、
多
少
将

議

す

可

a
d
答
な
る
が
放
に
…
一
一
♂
一
"
に
之
を
包
探
せ
し
ひ
る
を
符
ず
。

取

だ

諮

闘

の

間

の

僚

約

を

通
覧
す
る
に
、
通
商
航
海
依
約
は
、
大
慨
に
於
て
、
友
の
一
ニ
事
項
を
匂
合
す
る
も
の
な
ら
と
云
ふ
を

持

べ

舎

が

如

し
c
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一、一締

mm剛
一
方
の
尚
氏
(
若
し
く
は
人
民
)
が
他
方
の
版
関
内
に
於
℃
享
有
す
可

3
後

法

上

井

に

な

法

上

の

…

般

権

利

の

保

読

例

へ

ば

佐

官

加

放

行

の

自

由

に

闘

す

る

徳

利

裁

制

所

に

出

訴

す

鼠

感

閥

傑

獄

叉

ぴ

其

分

類

五
九
九



f 
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最
前
期
悶
傑
款
及
び
廿
一
(
分
続

る
の
権
利
、
財
産
の
所
有
、
移
鯨
、
底
分
等
に
関
す
る
徳
利
、
租
税
の
負
擦
に
闘
し
℃
均
等
の
取
扱

を
受
る
の
権
利
、
信
滋
の
自
由
に
闘
す
る
権
利
、
兵
役
免
除
に
閲
す
る
格
利
等
の
保
読
の
如
し
。

ムハ

0
0

二
、
約
盟
岡
一
方
の
以
民
(
若
し
く
は
人
民
)
ぺ
他
方
の
版
踊
内
に
於
℃
享
有
す
可
b
d

通

商

代

闘

す

る
権
利
の
保
説
、
例
へ
ば
枇
卸
業
に
関
す
る
機
利
、
輪
出
入
に
関
す
る
桜
利
、
関
税
の
負
憶
に
均
等

少

の
取
扱
を
受
く
る
の
様
利
等
の
保
設
の
如
し
。

二
、
締
盟
関

一
方
の
限
氏
(
若
し
く
一
は
人
民
)
が
他
方
の
版
岡
内
に
於
℃
享
有
す
可

3
航

海

に

闘

す

る
様
利
の
保
談
、
例
へ
ば
舵
舶
止
の
課
税
に
闘
し
均
等
の
取
扱
を
受
く
る
の
権
利
、
般
舶
の
繋

樹
、
貨
物
の
獄
卸
し
に
m
附
す
る
権
利
、
海
灘
救
助
に
関
す
る
権
利
等
の
保
設
の
如
じ
。

二
の
事
前
引
に
闘
し
て
規
定
す
る
所
ゐ
る
は
勿
論
、
前
誌
の
三
事
項
に
闘
し
℃
も
、

人」

3

1

J

『ぉ

ι

、Ee
E
h

イヰ

dv，

h
γ
'
A
M
V
十

ru

単
に
権
利
の
保
殺
に
止
ま
ら
ず
、
同
時
に
其
他
方
の
版
闘
内
に
於
て
負
捻
す
可
b
d

諸

純

の

義

務

に
就

3
規
定
の
存
す
る
は
、
通
商
航
海
僚
約
を
一
見
す
る
も
の

〉
容
易
に
了
解
す
る
所
な
よ
り
。

而
し
℃
是
等
の
桃
利
を
享
有
す
る
に
就
言
或
は
(
第
一
)
一
般
に
英
内
図
版
氏
若
し
く
は
人
民

tc

飼
様
の
取
扱
を
受
く
る
乙
1

乙
み
ら
。

例

へ

ば

日

英

渇

商

航

海

保

約

第

一

俊

第

一

項

及

び

第

項
け
い
、雨

締
胤
凶
ノ
一
方
ノ
臣
民
内
他
ノ
一
方
ノ
阪
脳
内
利
ケ
所
ニ
到
リ
族
行
リ
γ

或
ρ

住
民
ス
ル
也
会
h
H
'

随
意
タ
断
ペ
グ
耐
デ
テ
共
身
縦
u
A
財
政
一
一
割
り
γ
子

二
川
会
ナ
ル
保
総
点
ノ
平
交
ス
ペ

V

山
政
民
民
ハ
其
械
利
ル
ノ
伸
張
・

v及
防
護
セ
ム
カ
然
メ
白
山
ニ
且
容
必
-
一
裁
州
内
所
一
一
訴
出
所
ゴ
ト
チ
得
ん
グ
叉
該
治
州
防
明
日
一
於
テ
立
椛
利
チ
仲
制
限

γ
及
防
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9

・

総
ス
ル
一
一
付
内
凶
距
民
ト
同
様
一
一
代
言
人
僻
潜
入
及
代
人
チ
港
事

γ
孔
使
川
ス
ル
ゴ
ト
チ
得
九
グ
耐
ジ
テ
右
ノ
外
司
法
取
扱
一
一
関
ス
ル
各
般
ノ
事
項

C
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二山附

γ
テ
内
附
原
氏
ノ
卒
布
ス
ル
州
側
テ
ノ
械
利
及
持
典
チ
字
冶
ス
ハ
ジ

ー
」
わ
る
は
)
共
例
に
し
て
弔
問
上
乙
の

収
扱
を
内
岡
民
待
泊
(M丘一
0
5日

パ
門
円

opggd'と
一
お

λ
。
或
は

又
(
第
二
)
第
一
一
一
凶
の
山
氏
若
し
く
は
人
民
I

乙
同
様
の
取
扱
を
受
く
る

乙
と
わ
ιリ
。

例
へ
ば
前
記

僚
約
第
十
五
僚
の
規
定
の
如
し
。

一
尚
締
胤
凶
行
X
ハ
ノ
一
方
ノ
通
蹴
及
航
海
チ
他
ノ
一
方
一
一
於
一
ア
総
一
プ
最
火
山
凶
ノ
基
礎
一
一
段
ク
主
怠
チ
有
ス
ル
ニ
凶
リ
滋
商
及
航
船
伸
二
関
ス
か
一
切
ノ
本
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羽
二
関

v共
ノ
一
方
ヨ
リ
別
凶
ノ
政
府
、
収
納
、
児
民
或
ハ
人
民
斗
呪
一
一
一
許
制
穴

U

ソ
或
ハ
将
来
詐
輿
ス
ペ
キ
一
切
ノ
格
典
、
殊
川
凶
器
ρ

免
除
川
口
他
ノ
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

十
点
ノ
政
府
.
州
山
脈
ノ
限
民
ノ
或
ハ
人
民
ニ
予
即
時
一
一
H
H
保
件
ナ
附
セ
ス
グ
一
γ
之
チ
許
胤
ハ
ス
ペ
キ
ゴ
ト
チ
雨
締
盟
凶
ニ
一
於
一
γ
約
定
λ

之
を
最
恵
閥
民
待
池
(
伊
向
。
注
目
イ
ロ
。
円
。
仏

以内え円。ロ

叶
ろ
え
5
0
H
H

け
)
と
一
お
ふ
或
は
叉
(
第
一
一
一
)
布
二
つ
の
取
扱
わ
ι

併
せ
℃
受
く
る
乙
之
も
あ
ら
。

川
川
辺
、

νーへ
L
H
リ
ー
じ
宮
川

μ引
V

ρ

し
U
V

凸

H
A一一一
n
伐
M
M

一
一
俊
第
三
項
に
、

山
川
械
、
旅
行
械
及
各
磁
動
産
ノ
所
有
、
泣
州
判
久
ハ
立
(
ノ
方
法
一
一
閃
L
V

一
肋
ノ
動
産
ノ
相
縦
組
ニ
合
談
ニ
得
bv
所
ノ
各
硫
財
産
品
ノ
如
何
ニ
良
分
ス
ル
ー
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ト
ニ
閥

v
雨
締
凱
胤
ノ
一
方
ノ
臣
民
ρ
他
ノ
一
カ
ノ
版
附
内
ニ
在
リ
テ
内
閣
若
ρ
最
惑
凶
ノ
臣
民
或
ρ
人
民
ト
同
様

p
特
典
白
山
及
俄
利
チ
卒
布
、
ゾ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0
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0
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民
此
等
ノ
事
項
一
一
関

Y
T
ハ
内
凶
お
ρ

最
…
品
凶
ノ
国
民
或
ハ
人
民
ニ
比
V

テ
多
額
ノ
統
合
若
グ
ハ
一
賦
課
金
チ
徴
峨
セ
一
プ
L
v
h

ゴ
ト
ナ
カ
ル
h

u

v
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i
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喝

h
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3

E

』

a
F
0

1
ζ

ガ
廷
す
と
カ
如

L

之
、
を
内
問
問
弁
最
怒
倒
氏
待
遇
(
切
o
子

民主円。ロ門
L

P
ロ
島
町

210ロ円。仏

Mmw作
目
。
ロ
吋
吋
白
色

最
感
凶
川
脇
陣
川
款
及
び
此
〈
分
抑
制

a

、、1
3
ノ，
r
L



最
市
獄
図
傑
同
款
及
ぴ
北
(
分
対

六
O

、‘‘，，a，.、
ρり

山口

3
3
1
5五
ふ
。

斯
の
如
く
.
締
盟
岡
山
氏
(
若
し
く
は
人
民
〉
の
取
扱
に
一
一
一
一
械
の
方
法
わ
る
中
に
、
第
一
の
内
岡
氏
待

泌
は
、
大
抵
各
椋
の
様
利
に
就
ヨ
内
山
民
(
若
し
く
は
人
民
)
と
同
様
の
取
扱
営
錯
す
も
の
な
れ

F

も
、
現
時
の
慣
例
は
、
外
側
人
に
輿
ふ
る
益
法
上
の
権
利
に
、
多
大
の
制
限
配
加
ふ
る
は
勿
論
、
私
泌

上
の
桜
利
に
て
も
、
税
々
の
例
外
注
設
く
る
の
常
な
る
の
み
な
ら
ず
、
英
保
約
に
則
規
す
る
腕
も
、

取

に

共

卒

布

す

可
b
d

権
利
の
大
綱
を
悲
示
す
る
に
止
ま
る
が
放
に
、
時
と
し
℃
之
が
賀
行
に
際

し
、
純
血
側
聞
に
、
英
俊
款
の
解
蒋
に
闘
し
℃
、
異
論
を
生
ず
る
乙

ιな
主

に

非

ず
o

左

れ

ば

保

約

を
締
結
す
る
に
鍛
み
て
も
、
又
之
を
賀
行
す
る
に
常

b
て
も
、
内
闘
民
待
泌
の
僚
款
に
関
す
る
研

究
の
-
決
し
て
依
す
関
に
附
す
可
か
ら
止
る
と

1ι
、
問
よ

b
一
%
、
ム
ま
で
も
な
h・

c
m
m
な

b
o

第

二

の

最

窓
樹
氏
待
、
の
僚
款
は
、
依
に
所
謂
最
窓
閣
僚
款
(
民

S
3
5
2
0島
民

$
5
0
8
8
)
な

る

も

の

に

し

℃
、
英
鯨
将
に
闘
し
で
は
、
従
来
岡
際
聞
に
積
々
の
紛
議
を
今
一
と
た
る
の
質
例
甚
だ
多
く
、
随
て
共

研
犯
は
、
準
者
、
質
際
家
の
共
比
重

3
を
拍
く
腕
に
し
て
、
資
際
代
議
窓
閣
僚
款
の
解
蒋
は
、
依
約
の

解

将

に

関

す

る

最

も

悶

難

な

ふ

問

題

の

一

之

都

せ

ら

る

〉

も

の

な

t
p
c
-
而
し
十
回
第
一
一
一
に
妨
げ

た

る

内

腿

弁

に

最

惑

閥

民

待

遇

に

就

て

の
A

依
款
は
、
内
岡
氏
待
遇
に
闘
す
る
僚
就
之
、
最
滋
齢
制
仲

必ν

待
池
に
関
す
る
傑
疑
と
を
合
併
し
た
る
も
の
に
過
ぎ
な
れ
ば
、
英
解
粋
は
よ
別
扱
二
者
の
鮮
側
特
に

依
て
、
自
ら
決
定
せ
ら
る
》
も
の
と
一
五
ふ
可
し
。

抑
々
最
忠
岡
氏
待
遇
と
は
、
航
に
一
言
せ
る
如
く
、
締
盟
随
一
方
の
同
氏
(
若
し
く
は
人
民
)
に
釣
し
、

第
三
閣
の
町
民
(
若
し
く
は
人
民
)
と
同
様
の
恥
扱
乞
潟
す
の
一
五
以
に
し
℃
、
準
免
或
特
別
の
闘
に

思
惑
を
私
し
て
、
以
℃
他
闘
の
利
益
を
害
す
る
乙
之
な
が
ら
ん
之
期
す
る
の
魁
怠
よ
ら
出
で
た

る
も
の
な

b
o

此
地
意
を
規
定
し
た
る
依
款
は
、
菜
穂
裁
及
び
用
語
必
ず
し
も
一
な
ら
ず
し
℃
、

例
へ
ば
前
に
掲
げ
た
る
日
英
俊
約
第
十
五
僚
の
如
く
、
俊
文
中
に
、
最
惑
岡
々

々
な
る
文
字

k
m

記
す
る
も
の
は
、
取
だ
其
文
字
を

見
す
る
の
み
に
℃
、
遂
に
英
窓
凶
侠
款
な
る
乙
之
を
知
る
を

得
る
に
反
じ
、
保
文
中
に
は
事
も
泌
総
の
・
文
字
を
明
記
せ
な
る
も
、
其
資
質
の
最
恵
岡
俊
款
な
る

日
英
保
約
第
五
僚
に
‘

も
の
わ
り
。

大
不
列
紙
凶
山
川
崎
常
的
下
ノ
版
闘
内
ノ
生
時
…
或
ハ
製
逃
一
一
一
怖
か
物
品
川
何

ν
ノ
地
引
リ
日
本
問
問
皇
帝
除
下
ノ
版
闘
拘
二
一
輸
入
V
叉
日
本
息
帝
限
下
ノ
M
M

脳
内
ノ
生
産
或
戸
製
逃
ニ
係
hw
物
n
川
リ
ア
例

v
ノ
地
引
リ
大
不
列
蹴
同
県
・
常
的
山
下
ノ
版
闘
内
二
一
愉
入
ス
ル
一
也
一
紙
一
ア
別
凶
ノ
ル
化
路
或
ハ
製
泣
一
一
一
悌
山
ゲ
防
総

ノ
物
品
己
採
ス
御
所
ノ
枕
日
一
副
知
ナ
断
力

H

域
内
之
ヨ
リ
多
級
ノ
枕
チ
線
・
セ
一
ソ
山
w

h

コ
ト
十
カ
ル
ペ

V
M人
締
蹴
胤
ノ
一
方
ノ
版
刷
内
へ
別
凶
ノ
生
産
或
ρ

製
巡
一
一
係
hw

物
品
輸
入
チ
禁
止
λ

ル
ニ
非
サ
V

パ
他
ノ
一
方
ノ
版
刷
内
ノ
ヰ
一
時
…
或
ρ
製
巡
一
二
総
by.
同
樋
ノ
物
品
テ
何
V

ノ
地
ヨ
リ
輸
入
λ

ル
ゴ
ト
チ

モ
禁
止
久

W

1

ト
ナ
カ
ル
〈
、
v
似
ジ
此
ノ
米
段
ノ
取
締
ハ
人
ホ
削
減
ρ
良
栄
ニ
布

mナ
山
W
M
悦
物
ノ
安
全
ナ
保
設

λ-w
一
一
必
要
ナ
山
w
術
作
一
-
l
u
A
北
ハ
ノ
他
ノ

禁
止
ニ

ρ
泊

mス
へ
も
μ
一
ソ
サ
配
信
ノ
ト
マ
ハ

ー、
}

，.，皿、

最
一
息
凶
傑
款
及
び
什
ル
ハ
分
総

ムハ
O
一一一
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之
規
定
し
た
る
が
如
号
、
最
窓
図
一
五
々
な
る
来
字
は
之
を
我
見
せ
ま
る
も
、
英
質
問
伐
の
明
に
最
惑

岡
一
俊
一
批
に
然
な
、
b
w
u
る
は
、
締
盟
閣
の
一
方
よ
λ

ソ
す
る
総
入
口
仰
に
到
し
列
闘
よ
'
り
す
る
も
の

i

b
も
、
臭
騒
も
し
く
は
多
績
の
税
を
課
す
る
と
と
な
く
、
又
別
闘
の
輸
入
品
を
禁
止
す
る
に
非
ゲ

れ
ば
司
純
一
政
同
一
方
の
輸
入
口
聞
を
も
司
禁
止
す
る
乙
と
な
が
る
可
七
と
の
組
意
を
究
極
す
れ
ば
、
郎
一

ち
締
盟
闘
の
一
方
を
、
第
三
闘
と
同
様
に
取
扱
よ
の
一
式
以
に
過
ぎ
去
れ
ば
な
λ
y
o

議
闘
の
通
商
航
海
傑
約
を
議
箆
す
る
に
、
最
惑
閥
俊
款
は
、
施
々
の
標
準
に
依

pp
℃
、
様
々
の
分
知

ど
試
み
る
乙
と
を
得
べ
し
と
雛
も
、
研
究
上
に
は
左
し
た
る
利
金
も
な
主
や
う
な
れ
ば
、
交
代
は

煩
政
な
る
分
類
に
立
入
る
を
避
け
て
、
唯
だ
最
も
普
通
に
し
て
最
も
重
要
な
る
秘
類
の
み
ど
列

認
す
る
に
止
ひ
可
じ
。

一
、
最
惑
閣
僚
款
は
、
保
約
の
締
盟
闘
相
互
に
、
最
惑
岡
と
同
様
の
思
惑
を
交
換
す
る
こ
之
を
約
定

す
る
を
以
て
・
今
日
普
巡
の
形
式
I
L

潟
し
、
自
闘
に
於
℃
、
相
手
憾
の
円
以
民
(
者
じ
く
は
人
民
)
を
、
第

三
闘
の
臣
民
(
若
し
く
は
人
民
と
同
一
に
取
扱
ふ
之
同
時
に
、
・
相
手
闘
に
於
℃
も
司
自
闘
の
限
民

(
者
し
く
は
人
民
)
を
、
第
三
闘
の
臣
民
(
若
し
く
は
人
民
)
と
同
一
に
取
扱
ム
一
円

3
凶

H
K
E
e
約

す

る

の
例
代
し
て
、
文
明
岡
聞
の
僚
約
は
総
て
然
、

b
y
る
は
な
し
。

然
る
に
、
時
と
し
℃
、
文
明
閣
と

、I 屯

米
関
岡
之
の
間
の
依
約
中
に
は
、
一
方
の
文
明
闘
は
対
一
一
手
の
米
関
闘
に
在

b
t第
一
一
一
回
と
同

様
の
取
扱
を
受
〈
る
に
反
じ
、
英
未
開
闘
は
相
手
の
文
明
闘
に
於
℃
、
第
一
一
一
一
同
1

乙
同
様
の
取
扱

を

受

く

る

之

能

は

去

る

の

規

定

を

存

す

る

も

の

わ

り

。

英

文

明

閥

問

の

僚

款

が

期

の

如

〈

幾
務
的
に
し
て
、
文
明
凶

ι米
関
岡
問
の
傑
款
が
片
務
的
な
る
は
、
要
す
る
に
稲
川
胤
闘
の

が
米
関
闘
に
し
℃
、
未
だ
文
明
簡
な
、
b
w
d
る
か
矯
め
の
み
。

戸
方

一
候
第
三
項
の
文
中

吋
一
郎
締

mm.
闘
の

一
方
の
田
氏
は
他
の

九
リ
と
吋
川
刊
H
1
υ

り
」
る

j
i
p
L
k
r
n
匂
J
R
n
v

J
R
l
I、
E
J
1
1
7
f
i
4
J
A件
。
小
劇
対

一
・
万
の
版
岡
内
に
庇

b
℃
一
五
々
い

と
規
定
し
た
る
が
如
号
、
又
第
十
五
僚
の
身
到
に
「
一
間
一
締
盟
関
は
英
の
一
方
の
泌
商
及
航
海
十
一

他

の

一

方

に

於

℃

総

℃

最

恵

凶

の

基

礎

に

置

く

主

怠

な

有

す

る

に

悶

λ

ッ
一
式
々
い
と
規
定
し
、
一
見

に
「
誕
の
一
方
よ
λ

三
百
々
は
他
の
方
の
一
五
々
」
I
乙
規
定
し
た
る
が
如
宮
、
若
し
く
は
前
例
第
五
依

に
、
倫
ほ
一
層
別
蹴
慨
に
『
大
不
列
版
図
皇
帝
陛
下
の
版
闘
内
の
生
産
或
は
製
誌
に
係
る
物
品
は

何

れ

の

地

よ

b
日

本

皇

帝

陛

下

の

版

岡

内

に

輸

入

し

叉

日

本

岡

皇

帝

陛

下

の

版

同

内

の

会

産

或

は

製

治

に

係

る

物

品

を

何

れ

の

地

よ

b
大

不

列

販

闘

皇

帝

陛

下

の

版

同

内

代

機

入

す

る
も
云
々
い
l

乙
規
定
し
た
る
が
如
さ
、
最
窓
闘
の
思
惑
を
『
締
盟
闘
相
互
に
交
換
均
訴
す
る
の
般

H3 

回
目
を
約
束
し
た
る
も
の
に
じ
て
、
此
穏
の
佼
款
を
、
幾
務
的
保
款

(gp広三
Q
g
g
)
と
一
流
ふ
。

之

散
布
m
閣

僚

款

及

び

北

ハ

分

類

六
0
.
B



最
市
治
閥
傑
款
及
ぴ
北
〈
ハ
刀
剣

六
O
ムハ

64 

に
反
し
℃
、
日
前
通
商
航
海
倹
約
第
九
僚
に
、

治
問
問
ト
議
附
諸
胤
ト
ノ
間
一
一
氏
胞
ス
hv

税
目
及
税
則
ハ
日
本
凶
民
力
消
閑
へ
輸
入
ジ
苛
山
日
本
山
側
ヨ
ザ
消
印
附
九
一
輸
入
~γ

叉
ρ

日
本
鳩
町
民
以
内
力
治
同
3

リ
愉
白
川
Mγ

校
内
治
同
日
リ
リ
木
へ
愉
入
ス
目
hv

際
一
切
ノ
物
品
ニ
泌
川
λ

ん
γ
治
山
附
ト
議
問
諮
凶
ト
ノ
間
一
二
仔
在
ス
ル
税
目
及
税
則
一
一
於
?
持
一
一
一
輸
入

坑
内
輸
出
チ
制
限

V
1
2禁
止
セ
ザ
市
川
物
川
州
ハ
規
定
ノ
輸
入
税
務
ハ
輸
出
税
テ
桃
川
ノ
ノ
ミ
ニ
デ
白
山
一
一
治
凶
八
輸
入
デ
者
ハ
治
国
汁
リ
輸
出
ス
行

ト
チ
得
へ

V
但
V
日
本
同
氏
ハ
何
等
ノ
場
令
一
一
於
テ
氾
一
段
wm閥
民
校
内
人
民
カ
治
凶
ニ
於
テ
羽
一
一
一
納
メ
校
ハ
将
来
納
ム
ヘ
斗
愉
出
入
枕
;
異
ナ
市
力

域
内
之
汁
リ
多
制
ノ
納
税
チ
夜
七
一
ソ
山
w

h

汁
ト
ナ
カ
ル
ヘ
デ
父

H
本
山
間
ヨ
リ
治
凶
へ
輸
入
グ
或
ρ

比
例
胤
ヨ
ザ
日
本
山
間
ん
愉
尚
ス
山
w

一
切
ノ
物
品
ハ
W
J

愉
出
入
コ
隊
ジ
最
強
凶
ヨ
リ
愉
入
V
球
内
一
苅
へ
愉
出
ス
ル
同
様
ノ
物
品
ニ
針
ジ
治
凶
ニ
於
テ
叫
一
一
線
セ

7

v
宕
ハ
将
・
痕
抑
制
L
L

ソ
か
ヘ
キ
氾
ト
ト
ト
呉
ト

ル
カ
或
ハ
之
日
リ
多
額
ノ
枕
チ
諜
セ
一
ソ
ル
、
.
ゴ
ト
ナ
カ
山
W

〈

リ

v
・

ー
と
公
へ
る
は
、
車
代
日
本
国
民
の
一
方
の
み
、
輸
出
入
税
及
び
総
出
入
の
い
砂
川
比
に
就
て
、
最
窓
側
之

同
様
の
取
扱
右
受
く
る
旨
を
規
定
し
た
る
も
の
に
し
℃
『
之
に
悶

b
日

本

は

清

闘

に

封

じ

該

事

項

に

闘

し

べ

最

恵

凶

の

思

窓

を

卒

有

す

る

の

繕

利

を

布

す

る

其

反

割

に

清

慨

は

似

令

ひ

け

本

が
第
一
一
一
闘
に
殊
別
の
思
惑
佐
施
こ
す
こ

ιわ
る
も
、
之
に
均
設
す
る
の
櫨
利
を
有
せ
ま
る
も
の

ー

」

小
a
y
o

何
1
乙
な
れ
ば
右
の
俊
款
中
に
は
司
最
恵
閥
民
待
過
に
就
言
、
清
慨
は
日
本
代
謝
す
る
義
務

の
み
右
負
携
し
℃
、
何
等
の
総
利
を
も
享
有
せ

wu
れ
ば
な

b
。

追

加

日

清

泌

商

航

海

依

約

第

九

僚
に
臼
く
、

日
清
閑
同
開
一
一
川
ニ
存
本
ス
ル
凡
一
ア
ゾ
傑
約
及
約
定
ノ
規
定
山
本
隙
約
一
一
依
テ
吹
正
叉
内
臓
止
セ
一
フ

ν
サ

W
限
リ
妓
一
一
廿
一
〈
ノ
妓
カ
テ
椛
球
ス
川
入
日
本

凶
ノ
政
府
笠
児
院
一
比
一
地
鴎
航
海
畑
地
浩
一
I
議
及
一
切
ノ
財
産
ハ
大
治
一
同
白
羽
帯
陛
下
又
川
諮
問
政
府
又
内
比
例
凶

J

諸
主
士
一
地
方
山
口
術
ヨ
月
日
地
図
ノ
政
府
一
官

、

中
民
民
民
州
地
雨
航
海
辺
消
工
業
又
ρ

財
応
ニ
・
祝
日
一
附
胤
〈
セ
一
ツ
V

又
ρ

将
来
附
胤
ハ
セ
一
フ
ル
A

キ
一
切
ノ
待
機
免
除
及
刺
殺
す
白
山
円
以
白
川
会
一
二
手
交
ス
ヘ
キ

コ
ト
チ
明
日
一
校
一
一
規
定
ス

日
水
川
削
減
府
ハ
日
木
山
凶
ニ
准

v
治
問
ハ
H'万
一
及
阿
川
氏
ニ
説
V
砂
叩
凶
法
律
相
品
川
ノ
詐
ス
畑
山
リ
成
山
ニ
ケ
優
遇
チ
胤
ハ
プ
山
Y

1

ト
チ
努
ム
ヘ

V

立
第
一
項
は
、
治
闘
に
於
℃
一
。
日
本
闘
の
政
府
官
史
民
民
通
商
航
海
運
漕
工
業
M
A

一
切
の
財
産
」
を

吋
他
闘
の
・
政
府
官
克
通
商
航
海
法
滞
工
業
又
は
財
産
」
之
同
様
に
取
扱
ふ
旨
を
規
定
し
た
る
に
反

し
、
共
第
二
項
は
、
日
本
に
於
℃
バ
川
凶
の
官
市
民
及
び
口
氏
を
取
扱
ふ
h

仏
、
取
に
「
常
凶
治
体
規
制
の
許

す
限
λ
y

成

る

べ

く

優

遇

を

輿

λ
る

乙

之

を

努
h
u

ぺ
し
」
と
一
五
ょ
に
止
ま
λ
y

て
、
最
恵
闘
の
待
泌
を

胤パ

λ
可
主
義
務
ど
矢
携
せ
ず
。

此
純
不
封
等
の
保
款
は
、
山
川
ほ
日
約
通
商
航
海
保
約
第
M

同
僚
、
第

十
五
傑
末
現
、
第
二
十
五
依
・
未
明
、
及
び
治
加
日
清
通
商
航
海
保
約
第
一
係
'
一
木
市
沢
に
も
規
定
す
る

所
代
し
℃
、
「
籾
鮮
岡
に
於
て
日
本
人
民
貿
易
の
規
則
』
(
日
韓
通
商
航
併
俊
約
〉
第
四
十
二
放
中
の
規

定

亦

然

b
o

而
し
て
現
行
保
約
資
総
以
前
に
於
け
る
、
我
凶
と
西
洋
諸
闘
と
の
答
通
商
航
海
保

約
中
に
は
、
資
に
此
杭
の
依
款
を
合
み
た
る
も
の
な
t

り
さ
。

之

宮

片

務

的

保

放
(dロ…~え
O同
O
H
Q
2
8
)

2

乙
一
五
ふ
。

ニ
ぷ
窓
側
保
款
に
共
乙
れ
を
趨

mす
可

3
目
的
の
平
一
県
営
、
一
般
的
に
規
定
し
た
る
も
の
と
、
又

筒

々

別

々

に

規

定

し

た

る

も

の

と

あ

b
o

65 

前
に
掲
げ
た
る
日
英
保
約
第
五
侠
は
、
締
波
闘
の

般
市
町
関
係
款
及
ぴ
其
分
抑
制

山ハ

O
七
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前
期
図
傑
款
及
ぴ
共
分
削
減
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66 

一
方
が
、
英
生
産
或
は
製
造
に
係
る
物
口
仰
を
川
~
方
に
総
入
す
る
際
に
課
せ
ら
る
〉
輸
入
税
及

び
輸
入
禁
止
に
闘
し
、
最
窓
闘
の
取
扱
な
輿
ふ
る
百
の
規
定
に
し
℃

A

茶
目
的
事
尽
な
特
更
に

明
記
し
た
る
も
の
な

b
。

之

を

特

別

的

依

款
(ω匂
movro仏
の

vgo)lι
云
ふ
。

は
甚
だ
少
な
か
ら
す
、
日
英
俊
約
第
一
一
保
第
三
頃
の
住
居
様
、
旅
行
被
及
び
各
様
勤
庄
の
所
有
、

移
勝
、
成
分
等
に
関
す
る
規
定
、
第
五
項
の
取
立
金
も
し
く
は
秘
枕
の
徴
牧
g

h

仏
関
す
る
規
定
、
第

特
別
的
、
保
款
の
例

1 、
・ 5 ・ーー・一'句 e司て』晶、色~.-.. '''-..I~.- 、

三
佼
第
一
一
一
環
の
泌
商
航
海
に
闘
す
る
税
金
も
し
く
は
取
立
金
の
徴
牧
に
関
す
る
混
定
、
第
六

僚
の
輸
出
税
及
輸
出
砂
川
止
に
関
す
る
規
定
、
第
九
燥
の
噸
税
、
泌
校
、
水
先
案
内
料
、
銃
盗
税
、
検
疫

費
等
の
賦
課
に
関
す
る
規
定
、
第
十
一
係
筋
一
攻
の
沿
海
貿
易
に
閲
す
る
規
定
、
第
十
仏
ハ
僚
の

似

事

官

の

駐

在

地

及

び

共

取

扱

に

闘

す

る

規

定

の

如

3
、
特
別
の
目
的
，
事
前
引
に
闘
す
る
誠
一
郎
ω

凶
依
款
を
特
別
に
規
定
し
た
る
も
の
な
る
が
故
に
、
是
等
は
皆
特
別
的
依
款
に
-
腕
す
る
も
の

之
す
。
之
に
反
じ
て
、
同
と
く
前
初
日
英
保
約
第
十
五
僚
に
「
一
側
一
締
盟
闘
は
共
の
一
方
の
渇
潟

及
航
海
を
他
の

二
々
に
於
℃
総
て
最
窓
闘
の
基
礎
に
抵
く
ふ
止
法
を
有

TJ
る
に
凶

b
通
商
及

一
切
の
事
項
に
闘
し
云
々
L
t
乙
℃
、
通
商
航
海
に
閲
す
る
一
切
の
事
項
に
、
最
慈

-

b

 、
ι4 

、

航
海
に
関
す
る

闘
の
取
扱
を
殺
す
を
約
じ
た
る
は
、
郎
ち
目
的
事
前
慌
を
一
般
的
、
に
規
定
し
・
た
る
も
の
に
し
℃
、

ふ
ん
を
一
般
的
僚
款
(
Q
g
o
E
K仰
向
。
宮
口
忠
)

I
乙
は
一
式
ム
な

b
o

一
般
的
依
款
は
、
更
に
之
を
細
別
す
る
之
之
を
得
べ
し
。

中

に

就
b
d
、
最
も
重
要
な
る
も
の
一
ニ

査
し
係
約
の
相
手
‘
闘
は
、
第
三
協
と
同
様
の
待
過
な
許
興
す
る
に
今
日
各
倒
俊
款

中
、
依
件
の
有
無
を
一
部
放
す
る
も
の
多
数
の
例
に
し
℃
、
日
英
保
約
第
十
五
伎
の
末
文
に
も
吋
郎

不H~
e/) 

h 

時
に
旦
依
件
を
附
せ
ず
し
℃
之
を
許
耐
火
す
べ
b
d

乙
と
を
一
雨
締

W.
闘
に
於
℃
約
定
す
」
と
わ

9
0

此
析
の
僚
欺
は
諸
凶
の
俊
約
中
頻
繁
に
接
見
せ
ら
る
〉
所
に
し
℃
、
我
凶
!
乙
諸
外
側
と
の
通

商

航

海

保

約

の

大

多

数

は

殆

r
一
様
に
此
日
英
俊
約
第
十
五
保
の
規
定
な
有
す
る
‘
も
の
な

b 

之
を
無
依
件
依
款
(
ロ
ロ
0
0

ロ宮山
O
口
包

2
2
8
)と
一
五

λ
c

日
米
依
約
の

…
般
的
保
款
に
は
、

間
締

mm附
円
品
川
一
(
ノ
一
方
ノ
油
市
開
及
航
海
チ
他
ノ
一
万
一
一
於
一
γ
総
テ
最
一
恐
凶
ノ
恭
一
路
一
一
段
ク
主
意
チ
有
ス

bfH
閃
リ
遁
陶
及
航
海
一
一
山
附
ス
ル
一
一
切
ノ
事

項
ニ
開
U
J
I
(

ノ
一
方
日
リ
別
凶
ノ
政
府
‘
知
如
、
阿
川
氏
攻
ハ
人
民
一
一
抗
日
一
詐
山
ハ
ジ
或
ハ
将
来
詐
輿
ス
-

h

キ
一
切
ノ
特
興
、
桃
川
凶
符
ハ
免
除
ハ
他
ノ
一

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

方
ノ
政
府
市
知
的
、
同
民
感
ハ
人
民
一
て
も
お
、
ソ
別
胤
ノ
無
払
飢
一
一
計
蜘
ハ
ジ
タ
ル
ト
キ
子
無
判
断
ニ
一
γ
又
若
t
v

好
作
品
J

附
ジ
テ
許
胤
ハ
u
r
h
タ
ル
ト
キ
川
県

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ト
均
一
ノ
保
科
チ
附
シ
テ
之
チ
許
胤
ハ
ス
ハ
寺
ゴ
ト
チ
雨
締
脳
同
問
ニ
於
一
ア
約
定
7
ハ

、
と
わ
よ
り
。
前
の
日
英
保
約
に
は
「
依
件
を
附
せ
ず
一
再
々
」
1
」
記
載
す
る
に
日
米
依
約
に
は
認
の
し
別

闘

終

報

酬

に

許

興

し

た

る

と

き

は

紙

報

酬

に

℃

叉

若

し

傑

件

を

附

し

℃

許

興

し

た

る

と

3
は

67 

英
れ
之
均
一
の
俊
件
を
附
し
て
一
式
々
」
之
詳
細
な
る
規
定
を
設
け
た
る
に
設
立
す
可
し
。

最

感

岡

傑
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及

び

尖
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此
純
の
伐
款
は
、
我
閥
l
L
m
盟
国
奇
俊
約
第
五
僚
、
隣
露
僚
約
第
十
四
僚
、
伯
刺
商
柄
、
犯
慨
然
丁
M
A

ぴ

智
利
各
保
約
第
四
僚
に
後
見
せ
ら
る
〉
も
の
に
し
℃
、
之
を
俊
件
附
俊
款
(
の
c
d仏
宗
門

2
5
~
Q
S
ω
ふ
と

一五ム
G

布
の
二
係
款
は
、
文
字
上
代
僚
件
を
附
す
と
一
お
ひ
、
若
し
く
は
傑
件
乞
附
せ

wo
る

旨

を

明

記、
J
T
る
も
の
な
れ
ど
も
、
時
と
し
℃
、
諮
問
の
依
約
中
、
依
件
乞
附
す
る
と
も
、
附
せ
診
る
と
も
、
何
等

依

件

代

就

℃

明

言

せ

与

る

も

の

わ

)
9
0

例
へ
ば
日
綜
通
商
航
海
保
約
た
る
コ
明
鮮
憾
に
於
℃
け

本
人
民
貿
易
の
規
則
」
第
四
十
二
款
中
に
、

品
ん
引
時
若
グ
ハ
後
山
保
削
明
鮮
政
府
何
等
ノ
械
利
特
典
M
A
b
本
政
側
品
川
副
一
一
論
ナ
グ
他
凶
官
民
ニ
一
路
及
λ
b
w
唱
ノ
ア
一
プ
ハ
日
本
凶
官
民
屯
亦
獄
後
ナ
グ
一
悦

均

討

ス

ル

チ

得

。

之

わ

る

が

如

3
、
又
は
日
清
通
商
航
海
保
約
第
二
十
五
依
末
項
に
、

円
以
日
水
防
ノ
政
府
μ
仲
間
同
品
川
乃
治
山
間
息
.
帝
陛
下
日
リ
他
山
間
ノ
政
府
又
ρ

ね
叫
ん
一
一
羽
一
一
附
則
ハ
ジ
叉
ハ
将
来
附
山
内
λ

ヘ
キ
一
切
ノ
斡
椛
免
除
u
A
利
往
す
百
十

有
ス
ヘ
キ
コ
ト
チ
特
一
一
件
以
ニ
叫
定
ス

I
F
し
あ
る
が
如

5
赴

れ

な
λ

リ。

又
設
に
掲
げ
た
る
追
加
日
前
通
商
依
約
第
九
佼
第
一
頃
中
代
河

切

の

特

総

免

除

及

利

盆

を

自

由

良

完

全

に

享

有

す

ぺ

h
c
乙
之
一
氏
々
い
1ι

ゐ
る
共
「
臼
向
且
完
全
』
な

る
文
字
の
解
限
仰
に
依

b
℃
は
、
無
依
件
依
款
1

乙
も
銭

b
℃
、
・
即
ち
依
件
営
附
せ
町
り
る
と
と
営
明
言

す

る

も

の

〉

如

く

な

れ

rι
、
夫
れ
は
解
明
仰
の
仕
方
に
依

b
℃
然
る
ま
で
に
し
て
、
兎
に
角
、
俊
文

の
上
に
℃
は
、
日
英
も
し
く
は
日
米
傑
約
の
如
く
、
依
件
に
就
℃
明
規
せ
ま
る
も
の
と
見
倣
す
を

以
て
、
無
難
な
λ

リ
1
乙
す
可
し
。

此
肢
の
佼
款
は
、
我
凶
l'
」
諸
外
闘
と
の
依
約
中
、
右
清
幹
一
府
凶
を
除

て
は
、
他
に
見
出
コ
ャ
る
別
な
れ

rも
、
外
凶
i
し
の
問
の
依
約
中
に
は
ぷ

ν

日

倫

ぽ

多

く

存

在

す

る

之

を

単

純

伎

紋

(ω
山口三
c
o
一2
2
)
之
一
流

λ
。

所
な

hJO

胤一J

者
中
、
余
の
所
前
然
保
件
俊
款
u
A
d
依
件
附
俊
款
を
伴
大
代
、
前
者
は
一
八
六
一
二
年
の
英
伊
保

約
中
に
此
純
の
依
款
ゐ
'
少
し
を
川
町
矢
止
す
る
の
放
を
以
℃
、
英
伊
主
義
侠
款

2
d
g
e
ロと…
8
2
2
8
)

の
名
乞
以
て
し
、
後
者
は
一
八
四
八
年
の
英
閥
之
η
ノ
イ
サ
ノ
ヤ
と
の
依
約
中
は
、
此

mm
の

依

款

あ

ち

し
を
嶋
矢
之
す
る
の
放
を
以
て
、
共
同

y
d
y
ヤ
主
義
僚
就
(
ト
ロ
位
。
，
ピ
ゲ
立
8
0
γ
口
問
。
)
の
名
を
以
て

す
る
も
の
わ
れ
ど
も
、
少
，
な
く
之
も
余
の
知
る
所
に
て
は
、
依
件

mm
依
款
の
規
定
は
、
一
八
三
七
年

十
月
二
十
七
日
、
英
閥
?
乙
和
協
と
の
聞
に
締
結
し
た
る
現
行
通
商
佼
約
第
一
依
中
夜
見
せ
ら
る

〉
の
み
な
ら
ず
、
更
に
捌
て

一
七
七
八
一
年
、
米
凶
、
が
共
籾
立
宣
言
を
殺
し
た
る
後
、
第
一
の
闘
際
侠
・

約
た
る
、
米
側
修
交
者
市
保
約
第
二
依
代
も
、
之
を
存
す
る
を
附
竺
一
一
閃
す
る
事
波
も
4

の
れ
ば
(
例
へ
ば

出
ω
r
h
H
C
Z
吋口
P
広
O
コ
ド
]
(
〕

0
5
5
5
…p日句。一一

osw協

同

M
M
)

余
は
陪
矢
一
高
々
の
迎
山
に
で
、
新
の
如
b
d

名

を

呼

大

の
却
で
安
全
な
ら
W
A

二
心
配
信
、
ず
る
も
の
な

bu

叉
余
は
以
上
の
如
く
、
一
般
的
依
款
を
、
無
依
件
依
款
、
保
件
附
依
款
及
び
単
純
依
款
の
三
秘
に
磁

69 
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7

別

し

た

れ

r
も
、
之
を
円
以
℃
最
恵
岡
俊
款
中
傑
件
を
云
々
す
る
依
款
は
、
一
般
的
保
款
に
限
る
も

の
I
乙
説
解
す
可
、
わ
ら
ず

G

回
よ
λ
y
我

悩
7
乙
諸
外
側
附
1

乙
の
倹
約
中
に
は
、
一
般
的
保
款
以
外
、

ωち

特

別

的

保

款

中

に

は

絡

へ

℃

之

を

見

皆

、
b
w
c
れ
ど
も
、
外
岡
悶
の
佼
約
中
に
は
、
共
例
必
ず
し
も

例

へ

ば

英

協
l

乙
墨
画
再
1
9
」
の
問
の
現
行
通
商
航
海
保
約
第
二
僚
に
は
、
我
日
英

乏
し
が
ら
ず
。

依
約
第
十
五
俊
之
殆
'
と
同
文
の
一
般
的
最
惑
閣
僚
款
を
規
定
す
る
上
に
、
夏
代
其
第
四
僚
に
於

℃
、
航
船
、
貨
物
の
取
扱
に
闘
し
相
瓦
に
最
恵
闘
の
待
遇
乞
典
ふ
可

3
特

別

的

最

恵

凶

保

放

k
設

け
た
る
共
求
項
代
、

Pι'"い 守 、 - 町 寸‘.一バa日 ..•.. 
} 、 一 !、 6

溺
締
胤
凶
ノ
一
方
司
リ
第
一
一
一
凶
ニ
一
詐
胤
ハ
ス
ー
ヘ
キ
え
律
事
羽
一
一
閥
ス
ル
一
切
ノ
殊
巡
法
制
ρ
免
除
若
川
英
他
航
海
一
一
関
ス

w
一
一
切
ノ
特
典
内
即
時
江
傑
件

チ
附
セ
ス

V

テ
他
方
一
一
詐
興
セ
一
ソ
市
川
ジ

i
L
附
記
し
℃
、
佼
件
を
附
せ
診
る
ぽ
を
切
に
し
た
る
は
、
郎
ち
特
別
的
保
款
中
に
も
、
亦
依
件
の
こ

と
を
規
定
す
る
も
の
わ
る
の
一
例
な
か
。

放
に
余
が
愛
に
一
般
的
保
款
の
み
を
右
一
一
一
一
制
に
同

別
し
允
る
は
、
明
か
不
信
の
識
を
見
、
が
れ
診
る
如
く
な
れ

r
も
、
余
は
唯
だ
我
現
行
の
げ
浪
商
に
準

総
し
℃
、
始
く
此
分
類
訟
を
附
川
ゆ
る
の
み
。

。
英
図
の
財
政
難

一
千
九
百
年
の
総
選
患
に
際
し
℃
傑
に
二
名
の
砂
川
越
お
を

出
す
に
過
ぎ
な
か
っ
た
英
樹
労
働
誌
は
一
千
九
百

O
六
年

の
総
選
禁
に
は
一
躍
三
十
名
の
多
数
十
乞
出
す
に
去
っ
た
。

蒐
し
一
千
九
百

O
一
一
一
年
代
八
十
一
名
の
多
数
少
『
出
し
ブ
一

千
九
百

O
七
年
に
俄
に
四
十
一
一
一
名
に
降
っ
た
梢
滋
の
枇
命
日

民
主
然
tr-
好
仰
の
コ
シ
ツ
フ
ス
ト
ど
な
し
℃
ゐ
る
。
然
も

英
側
一
枇
命
門
主
義
の
危
険
は
自
ら
峨
労
働
浪
!
乙
榔
し
、
或
は
自

ら
枇
命
日
中
一
義
を
娯
勝
し
℃
立
つ
人
々
の
増
加
に
在
る
の
で

は
な
く
て
、
批
命
H

主
義
を
非
難
し
攻
撃
し
兆
撲
滅
ど
希
昭
一

し
入
信
闘
し
つ
〉
み
の
る
人
々
の
間
代
共
激
化
弘
布
の
力
配
布

す
る
の
鮎
に
在
る
の
で
ゐ
る
。
彼
等
は
向
ほ
依
然
ー
に
じ
℃

非
枇
命
日
・
主
義
を
唱
道
し
つ
〉
わ
る
問
に
某
言
動
は
何
時
と

は
な
し
に
枇
合
主
義
の
理
論
に
か
え
れ
℃
行
く
。
枇
A
M
H

主

義
営
攻
撃
す
る
其
論
擦
は
反
っ
て
枇
曾
宇
一
義
的
と
な
っ
て

〈
ゐ
る
。
一
枇
合
主
義
の
後
述
に
帆
到
し
て
防
戦
す
可
う
最
も
略

闘
な
る
城
忽
は
下
院
地
中
産
階
級
で
あ
る
。
…
枇
合
中
.
義
者
の

或
者
は
川
W
A
Y
に
賦
鰍
の
以
下
パ

4
V
H
}

以
て
此
龍
一
平
を
般
漉
せ
ん
と

試
ひ
る
の
で
あ
る
、
英
闘
の
一
枇
合
主
義
者
、
殊
に
ア
広
.
ピ

ア
ジ
、

y
サ
ギ
ナ
!
の
一
蹴
の
如
舎
は
斯
く
の
如
吉
川
釧
劣

喝

言キ

'71 

高

縮

減

お

'

l

'

1

1

h川

l

-

-

s

p

y

-

J

資
っ
た
来
授
に
は
必
ず
識
が
若
く
c

資
本
主
義
の
上
に

築
か
れ
た
現
今
の
赴
併
も
絡
に
一
枇
合
主
義
1
乙
紛

λ
思
し
い

識
の
餌
食
I
乙
な
ら
え
t
乙
し
て
ゐ
る
。
「
松
前
の
限
に
は
む
前

の
商
氏
、
が
繁
昌
す
る
様
に
市
場
も
胞
質
で
わ
る

tι
見
え
る

で
あ
ろ
う
、
然
し
一
九
日
凶
の
革
命
的
混
勤
は
日
々
其
勢
乞
港

う
じ
っ
〉
わ
る
で
は
な
い
か
、
気
ど
若
け
給
へ
、
品
は
来
賓

の
内
に
殺
生
し
た
、
糠
℃
破
裂
の
時
機
が
到
来
す
る
で
わ

ろ
う
。
L
I」
広
ミ

l
y
、
グ
ヌ
は
モ

1
ゼ

Y
の
口
を
俗
λ

ソ℃

ナ
ポ
レ
オ
シ
一
一
一
般
λ

中
一
椛
附
代
の
偽
蘭
闘
を
戒
め
℃
ゐ
る
。

今
日
に
炉
、
て
は
仰
駒
前
乞
首
と
し
て
大
陸
の
枇
食
主
義
は

殆

r業
経
法
の
頂
貼
を
越
し
℃
此
後
の
大
挺
瓜
を
輸
防
相
泌
す

る
之
は
出
来
山
村

0

・
鵡
は
が
峡
-K
波
つ
允
。
乙
れ
や
り
枇
曾

主
義
一
之
の
判
官
闘
に
入
ら
ん
之
ず
る
も
の
は
英
闘
で
あ
る
。

一砕

副長
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